
奈
良
県
訓
令
第
八
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
二
条
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
条
第
十
九
号
ア
中
「
知
事
公
室
長
」
の
下
に
「
、
南
部
振
興
監
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
文

化
観
光
局
次
長
、
平
城
遷
都
千
三
百
年
記
念
事
業
推
進
局
次
長
、
こ
ど
も
家
庭
局
次
長
」
を
「
観
光
局

次
長
、
こ
ど
も
・
女
性
局
次
長
」
に
改
め
、
「
参
事
」
の
下
に
「
、
主
幹
」
を
加
え
、
「
エ
か
ら
コ
ま

で
」
を
「
エ
及
び
カ
か
ら
ケ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
削
り
、
同
号
オ
中
「
文
化
観
光
局
次
長
並
び

に
観
光
振
興
課
、
な
ら
の
魅
力
創
造
課
、
国
際
観
光
課
及
び
文
化
課
」
を
「
観
光
局
次
長
並
び
に
な
ら

の
魅
力
創
造
課
、
な
ら
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
課
及
び
国
際
観
光
課
」
に
、
「
文
化
観
光
局
長
」
を
「
観

光
局
長
」
に
改
め
、
同
号
オ
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
エ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

オ

南
部
振
興
課
長

南
部
振
興
監

第
二
条
第
十
九
号
キ
中
「
こ
ど
も
家
庭
局
次
長
並
び
に
こ
ど
も
家
庭
課
及
び
少
子
化
対
策
室
」
を
「

こ
ど
も
・
女
性
局
次
長
並
び
に
子
育
て
支
援
課
、
こ
ど
も
家
庭
課
及
び
女
性
支
援
課
」
に
、
「
こ
ど
も

家
庭
局
長
」
を
「
こ
ど
も
・
女
性
局
長
」
に
改
め
、
同
号
ケ
中
「
緑
化
フ
ェ
ア
推
進
室
」
を
「
奈
良
公

園
室
」
に
改
め
、
同
号
サ
中
「
次
長
」
を
「
付
」
に
改
め
、
同
号
シ
中
「
主
幹
」
の
下
に
「
、
付
」
を

加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
七
号
中
「
文
化
観
光
局
長
及
び
平
城
遷
都
千
三
百
年
記
念
事
業

推
進
局
長
」
を
「
観
光
局
長
」
に
、
「
こ
ど
も
家
庭
局
長
」
を
「
こ
ど
も
・
女
性
局
長
」
に
、
「
並
び

に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

南
部
振
興
監

規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
南
部
振
興
監
を
い
う
。

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
支
障
が
あ
る
者
を
」
を
「
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。

）
を
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他
の
世
話
を
行
う
た
め
特
別
休
暇
を
と
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
要
介
護
者

の
状
態
等
申
出
書
及
び
要
介
護
者
に
係
る
医
師
の
診
断
書
等
の
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。

附
則
第
五
項
を
削
る
。

「

「

日
曜

日
又

は
日

日
日

曜
相

当
日

(A
)

１
１

日
日２

２
日

日３
３

日
日４

４
日

日５
５

日
日６

６
日

日７
７

日
日



８
８

日
日９

９
日

日10
日

10
日11

日
11

日12
日

12
日13

日
13

日14
日

14

「

「

日

計

第
十
二
号
様
式
中

を

に
、

を

15
((A

)
該

当
日

15

）

日
日

を
除

く

」

16
日

16
日17

日
17

日



18
日

18
日19

日
19

日20
日

20
日21

日
21

日22
日

22
日23

日
23

日24
日

24
日25

日
25

日26
日

26
日27

日
27

日



28
日

28
日29

日
29

日30
日

30
日31

日
31

日

」

」

に
改
め
る
。

計

」
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